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(57)【要約】
【課題】取得した画像信号に対して違和感なく画像変換
処理の効果を享受することができる撮像システムを提供
する。
【解決手段】被写体の画像信号のフレーム数をカウント
するフレームカウンタ７４と、画像信号における１枚の
画面における所定領域であって前記フレームカウンタ回
路７４においてカウントされるカウント数に対応して予
め定められる領域を指定する領域指定回路７２と、フレ
ームカウンタ回路７４においてカウントされるカウント
数に応じて、領域指定回路７２において指定された当該
カウント数に対応して予め定められた領域に対してのみ
所定の画像変換処理を施して出力する画像変換部３１１
と、を具備する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体の観察画像を画像信号として出力する撮像部と、
　前記画像信号のフレーム数またはフィールド数をカウントすると共に、当該カウントに
伴うカウント数に係るカウント数情報を出力するカウンタ回路と、
　前記画像信号における１枚の画面における所定領域であって、前記カウンタ回路におい
てカウントされる前記カウント数に対応して予め定められる領域を、前記カウンタ回路か
ら入力される前記カウント数情報に応じて逐次指定すると共に、当該指定した領域に係る
指定領域情報を出力する領域指定回路と、
　前記カウンタ回路から入力される前記カウント数情報と、前記領域指定回路から入力さ
れる前記指定領域情報とに基づいて、前記領域指定回路において指定された当該カウント
数に対応して予め定められた前記領域に対してのみ所定の画像変換処理を施して出力する
画像変換部と、
　を具備することを特徴とする撮像システム。
【請求項２】
　前記カウンタ回路においてカウントされるカウント数に対応して予め定められる前記領
域の変化パターンに係る領域パターン情報を記憶する記憶部をさらに具備し、
　前記領域指定回路は、前記記憶部に記憶された前記領域パターン情報に基づいて、前記
領域を、前記カウンタ回路から入力される前記カウント数情報に応じて逐次指定する
　ことを特徴とする請求項１に記載の撮像システム。
【請求項３】
　前記領域指定回路は、前記カウンタ回路においてカウントされる一のカウント数に対応
して予め定められる領域を指定する際、当該一のカウント数に対して前回のカウント数に
対応して予め定められる領域とは異なる領域を指定する場合を少なくとも有することを特
徴とする請求項１に記載の撮像システム。
【請求項４】
　前記画像信号における１枚の画面における各画素に対応する信号座標をカウントする信
号座標カウンタ回路を、さらに備え、
　前記領域指定回路は、前記信号座標カウンタ回路がカウントする前記信号座標に基づい
て前記予め定められる領域を指定する
　ことを特徴とする請求項１に記載の撮像システム。
【請求項５】
　前記記憶部を有する内視鏡をさらに備えることを特徴とする請求項２に記載の撮像シス
テム。
【請求項６】
　前記撮像部を備える内視鏡を着脱自在に接続可能とし、前記撮像部から出力される前記
画像信号に対して所定の処理施す処理回路と、前記記憶部と、を有するプロセッサ部を備
え、
　前記記憶部に記憶される前記領域パターン情報は、前記プロセッサに接続される前記内
視鏡の種別に応じた情報である
　ことを特徴とする請求項２に記載の撮像システム。
【請求項７】
　前記画像変換処理は、メディアン処理、平均値処理、エッジ強調処理、カラーマトリッ
クス変換処理または特定パターン強調処理のいずれかの画像処理であることを特徴とする
請求項１に記載の撮像システム。
【請求項８】
　前記画像変換部は、前記画像変換処理の内容を変更可能であることを特徴とする請求項
１に記載の撮像システム。
【請求項９】
　前記画像変換処理の内容の情報を記憶する処理内容記憶部をさらに備え、
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　前記画像変換部は、前記処理内容記憶部に記憶された処理内容の情報に基づいて前記画
像信号に対して所定の画像変換処理を施す
　ことを特徴とする請求項８に記載の撮像システム。
【請求項１０】
　前記処理内容記憶部を有する内視鏡をさらに備えることを特徴とする請求項９に記載の
撮像システム。
【請求項１１】
　前記撮像部を備える内視鏡を着脱自在に接続可能とし、前記撮像部から出力される前記
画像信号に対して所定の処理施す処理回路と、前記処理内容記憶部と、を有するプロセッ
サ部を備え、
　前記処理記憶部に記憶される、前記処理内容の情報は、前記プロセッサに接続される前
記内視鏡の種別に応じた情報である
　ことを特徴とする請求項９に記載の撮像システム。
【請求項１２】
　前記画像変換処理の内容は、メディアン処理、平均値処理、エッジ強調処理、カラーマ
トリックス変換処理または特定パターン強調処理のいずれかである
　ことを特徴とする請求項８に記載の撮像システム。
【請求項１３】
　前記撮像部、前記画像変換部、前記カウンタ回路および前記領域指定回路を備える内視
鏡と、
　前記内視鏡を着脱自在に接続可能とし、前記撮像部から出力される前記画像信号に対し
て所定の処理施す処理回路と、前記カウンタ回路に対して所定のクロック情報を提供する
クロック生成部と、を有するプロセッサと、
　を備え、
　前記カウンタ回路は、前記クロック生成部からの前記クロック情報に応じて前記画像信
号のフレーム数またはフィールド数をカウントし、
　前記内視鏡は、さらに、前記カウンタ回路における前記カウント数に応じて前記領域指
定回路における前記領域指定を制御する制御部を有する
　ことを特徴とする請求項１に記載の撮像システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像システム、例えば、被写体の観察画像を画像信号として出力可能な撮像
部を有する撮像システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、医療用分野及び工業用分野においては、被検体を観察する撮像部を備えた内視鏡
が広く用いられている。また、内視鏡に着脱自在に接続され、内視鏡に係る各種信号処理
をビデオプロセッサと称する信号処理装置により担い、内視鏡システムを構成する技術も
知られるところにある。
【０００３】
　上述した如き内視鏡システムにおけるビデオプロセッサは、内視鏡から出力される画像
信号を入力し、当該画像信号に所定の画像処理を施す処理回路を備える。この画像処理と
しては、たとえば、エッジ強調処理またはメディアン（中央値）フィルタ処理もしくは平
均値フィルタ処理によるノイズ補正処理等が挙げられる（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－２５５８０８号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、従来の内視鏡システムにおいては、上述の如きノイズ補正処理等の画像処理
は、通常、動画像中の１枚１枚の画像毎に画像処理（画像変換処理）を行うようになって
いる。
【０００６】
　しかしながら、このような従来の画像変換処理は、１枚の画像全体の各画素に対して同
じ画像変換処理を施すことにより当該画像変換処理固有の効果を奏する一方で、この得ら
れる効果とトレードオフの関係となる弊害を生じる場合もある。
【０００７】
　すなわち、たとえば、ノイズ補正のため１枚の画像全体の各画素にメディアンフィルタ
処理または平均値フィルタ処理を施すと、画像信号のノイズを軽減することができる一方
で、解像度を犠牲にすることにもなり、これらはトレードオフの関係にあるといえる。
【０００８】
　本発明は、上述した課題に鑑みてなされたものであって、取得した画像信号に対して違
和感なく画像変換処理の効果を享受することができる撮像システムを提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一態様の撮像システムは、被写体の観察画像を画像信号として出力する撮像部
と、前記画像信号のフレーム数またはフィールド数をカウントすると共に、当該カウント
に伴うカウント数に係るカウント数情報を出力するカウンタ回路と、前記画像信号におけ
る１枚の画面における所定領域であって、前記カウンタ回路においてカウントされる前記
カウント数に対応して予め定められる領域を、前記カウンタ回路から入力される前記カウ
ント数情報に応じて逐次指定すると共に、当該指定した領域に係る指定領域情報を出力す
る領域指定回路と、前記カウンタ回路から入力される前記カウント数情報と、前記領域指
定回路から入力される前記指定領域情報とに基づいて、前記領域指定回路において指定さ
れた当該カウント数に対応して予め定められた前記領域に対してのみ所定の画像変換処理
を施して出力する画像変換部と、を具備する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、取得した画像信号に対して違和感なく画像変換処理の効果を享受する
ことができる撮像システムを提供することを目的とする。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本発明の第１の実施の形態にかかる内視鏡システムの概略構成を示す斜
視図である。
【図２】図２は、第１の実施の形態にかかる内視鏡システムの要部の機能構成を示すブロ
ック図である。
【図３】図３は、第１の実施の形態にかかる内視鏡システムのビデオプロセッサにおける
画像変換部の構成を示したブロック図である。
【図４】図４は、第１の実施の形態にかかる内視鏡システムのビデオプロセッサにおける
画像変換部において画像変換回路の具体例を示した図である。
【図５】図５は、第１の実施の形態にかかる内視鏡システムにおける画像変換部の作用を
示したタイミングチャートであり、フレーム単位で領域分割による画像変換をする場合に
おけるフレームカウンタと出力画像との一関係例を示した図である。
【図６】図６は、第１の実施の形態にかかる内視鏡システムにおける画像変換部の作用を
示したタイミングチャートであり、フレーム単位で領域分割による画像変換をする場合に
おけるフレームカウンタと出力画像との他の関係例を示した図である。
【図７】図７は、第１の実施の形態にかかる内視鏡システムにおける画像変換部の作用を
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示したタイミングチャートであり、フレーム単位で領域分割による画像変換をする場合に
おけるフレームカウンタと出力画像との他の関係例を示した図である。
【図８】図８は、本発明の第２の実施の形態にかかる内視鏡システムにおける画像変換部
において画像変換回路の具体例を示した図である。
【図９】図９は、本発明の第３の実施の形態にかかる内視鏡システムにおける画像変換部
において画像変換回路の具体例を示した図である。
【図１０】図１０は、本発明の第４の実施の形態にかかる内視鏡システムにおける画像変
換部において画像変換回路の具体例を示した図である。
【図１１】図１１は、本発明の第５の実施の形態にかかる内視鏡システムにおける画像変
換部の作用を示したタイミングチャートであり、フレーム単位で領域分割による画像変換
をする場合におけるフレームカウンタと出力画像との一関係例を示した図である。
【図１２】図１２は、第５の実施の形態にかかる内視鏡システムにおける画像変換部の作
用を示したタイミングチャートであり、フレーム単位で領域分割による画像変換をする場
合におけるフレームカウンタと出力画像との他の関係例を示した図である。
【図１３】図１３は、第５の実施の形態にかかる内視鏡システムにおける画像変換部の作
用を示したタイミングチャートであり、フレーム単位で領域分割による画像変換をする場
合におけるフレームカウンタと出力画像との他の関係例を示した図である。
【図１４】図１４は、本発明の第６の実施の形態にかかる内視鏡システムにおける画像変
換部の作用を示したタイミングチャートであり、フィールド単位で領域分割による画像変
換をする場合におけるフィールドカウンタと出力画像との一関係例を示した図である。
【図１５】図１５は、第６の実施の形態にかかる内視鏡システムにおける画像変換部の作
用を示したタイミングチャートであり、フィールド単位で領域分割による画像変換をする
場合におけるフィールドカウンタと出力画像との他の関係例を示した図である。
【図１６】図１６は、第６の実施の形態にかかる内視鏡システムにおける画像変換部の作
用を示したタイミングチャートであり、フィールド単位で領域分割による画像変換をする
場合におけるフィールドカウンタと出力画像との他の関係例を示した図である。
【図１７】図１７は、本発明の第７の実施の形態にかかる内視鏡システムにおける画像変
換部の作用を示したタイミングチャートであり、フィールド単位で領域分割による画像変
換をする場合におけるフィールドカウンタと出力画像との一関係例を示した図である。
【図１８】図１８は、第７の実施の形態にかかる内視鏡システムにおける画像変換部の作
用を示したタイミングチャートであり、フィールド単位で領域分割による画像変換をする
場合におけるフィールドカウンタと出力画像との他の関係例を示した図である。
【図１９】図１９は、第７の実施の形態にかかる内視鏡システムにおける画像変換部の作
用を示したタイミングチャートであり、フィールド単位で領域分割による画像変換をする
場合におけるフィールドカウンタと出力画像との他の関係例を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。　
　また、この実施の形態により、この発明が限定されるものではない。さらに、図面の記
載において、同一部分には同一の符号を付している。さらにまた、図面は、模式的なもの
であり、各部材の厚みと幅との関係、各部材の比率等は、現実と異なることに留意する必
要がある。また、図面の相互間においても、互いの寸法や比率が異なる部分が含まれてい
る。
【００１３】
　図１は、本発明の第１の実施の形態にかかる内視鏡システムの概略構成を示す図である
。また、図２は、第１の実施の形態にかかる内視鏡システムの要部の機能構成を示すブロ
ック図である。
【００１４】
　図１に示すように、内視鏡システム１は、被検体の体腔内に先端部を挿入することによ
って被写体の体内画像を撮像し当該被写体像の画像信号を出力する内視鏡２と、内視鏡２
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から出力される画像信号に対して所定の画像処理を施すとともに内視鏡システム１全体の
動作を統括的に制御するビデオプロセッサ３と、内視鏡２の先端から出射するための照明
光を発生する光源装置４と、ビデオプロセッサ３において画像処理が施された画像を表示
する表示装置５と、を備える。
【００１５】
　内視鏡２は、可撓性を有する細長形状をなす挿入部２１と、挿入部２１の基端側に接続
され、各種の操作信号の入力を受け付ける操作部２２と、操作部２２から延出されビデオ
プロセッサ３および光源装置４と接続する各種ケーブルを内蔵するユニバーサルコード２
３と、を備える。
【００１６】
　挿入部２１は、後述する撮像素子を内蔵した先端部２４と、複数の湾曲駒によって構成
された湾曲自在な湾曲部２５と、湾曲部２５の基端側に接続され、可撓性を有する長尺状
の可撓管部２６と、を有する。
【００１７】
　先端部２４は、グラスファイバ等を用いて構成されて光源装置４が発生した光の導光路
をなすライトガイド２４１と、ライトガイド２４１の先端に設けられた照明レンズ２４２
と、集光用の光学系２４３と、光学系２４３の結像位置に設けられ、光学系２４３が集光
した光を受光して電気信号に光電変換するとともに所定の信号処理を施す撮像装置として
の撮像素子２４４と、内視鏡２用の処置具が挿通される処置具チャンネル（図示せず）と
、を有する。なお、光学系２４３は、１または複数のレンズにより構成される。
【００１８】
　図２を参照して、撮像素子２４４の電気的な構成を説明する。　
　図２に示すように、撮像素子２４４は、光学系２４３からの光を光電変換して電気信号
を画像情報として出力するセンサ部２４４ａ（撮像部）と、センサ部２４４ａが出力した
電気信号に対してノイズ除去およびＡ／Ｄ変換を行うアナログフロントエンド２４４ｂ（
以下、「ＡＦＥ部２４４ｂ」という）と、ＡＦＥ部２４４ｂが出力したデジタル信号をパ
ラレル／シリアル変換して外部に送信するＰ／Ｓ変換部２４４ｃ（送信部）と、センサ部
２４４ａの駆動タイミング、ＡＦＥ部２４４ｂおよびＰ／Ｓ変換部２４４ｃにおける各種
信号処理のパルスを発生するタイミングジェネレータ２４４ｄ（同期信号発生部）と、撮
像素子２４４の動作を制御する制御部２４４ｅと、各種設定情報を記憶する記憶部２４４
ｋと、を有する。
【００１９】
　撮像素子２４４は、本実施形態においては、ＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Se
miconductor）イメージセンサ（ＣＩＳ）を採用する。タイミングジェネレータ２４４ｄ
は、ビデオプロセッサ３から送信される各種駆動信号（同期信号）を受信する。
【００２０】
　なお、本実施形態においては、撮像素子としてＣＭＯＳイメージセンサを採用したが、
撮像素子はこれに限らず他の素子、例えば、ＣＣＤイメージセンサを採用するものであっ
てもよい。
【００２１】
　センサ部２４４ａは、光量に応じた電荷を蓄積するフォトダイオードおよびフォトダイ
オードが蓄積した電荷を増幅する増幅器をそれぞれ有する複数の画素が２次元マトリック
ス状に配設された受光部２４４ｆと、受光部２４４ｆの複数の画素のうち読み出し対象と
して任意に設定された画素が生成した電気信号を画像情報として読み出す読み出し部２４
４ｇと、を有する。
【００２２】
　なお、本実施形態の内視鏡システム１は同時式の観察方式を採用するものとし、前記受
光部２４４ｆには、各画素に対応するＣＭＹＧ（Cyan、Magenta、Yellow、Green）補色系
のカラーフィルタ（図示せず）が配設されている。
【００２３】
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　ＡＦＥ部２４４ｂは、電気信号（アナログ）に含まれるノイズ成分を低減するノイズ低
減部２４４ｈと、電気信号の増幅率（ゲイン）を調整して一定の出力レベルを維持するＡ
ＧＣ（Auto Gain Control）部２４４ｉと、ＡＧＣ部２４４ｉを介して出力された電気信
号をＡ／Ｄ変換するＡ／Ｄ変換部２４４ｊと、を有する。ノイズ低減部２４４ｈは、たと
えば相関二重サンプリング（Correlated Double Sampling）法を用いてノイズの低減を行
う。
【００２４】
　制御部２４４ｅは、ビデオプロセッサ３から受信した設定データにしたがって、先端部
２４の各種動作を制御する。なお、制御部２４４ｅは、ＣＰＵ等を用いて構成される。
【００２５】
　記憶部２４４ｋは、本実施形態においては、フラッシュメモリまたはＤＲＡＭ（Dynami
c Random Access Memory ）等の半導体メモリを用いて実現され、ビデオプロセッサ３の
識別情報および面順次式もしくは同時式の観察方式を示す観察情報（なお本実施形態にお
いてビデオプロセッサ３は同時式の観察方式を採用）、撮像素子２４４の撮像速度（フレ
ームレート）、およびセンサ部２４４ａの任意の画素からの画素情報の読み出し速度また
はシャッタ制御設定ならびにＡＦＥ部２４４ｂが読み出した画素情報の伝送制御情報等を
記憶する。
【００２６】
　操作部２２と先端部２４との間には、ビデオプロセッサ３との間で電気信号の送受信を
行う複数の信号線が束ねられた集合ケーブル２４５が接続され、操作部２２とコネクタ部
２７との間には集合ケーブル２２４が接続されている。なお、複数の信号線には、撮像素
子２４４が出力した画像信号をビデオプロセッサ３へ伝送する信号線およびビデオプロセ
ッサ３が出力する制御信号を撮像素子２４４へ伝送する信号線等が含まれる。
【００２７】
　また、本実施形態において、電気信号の送受信には２本の信号線（差動信号線）を用い
て一つの信号を伝送する方式（差動伝送）が用いられる。この差動伝送方式は、差動信号
線間の電圧をそれぞれ正（＋）および負（－、位相反転）とすることによって、各線にノ
イズが混入してもキャンセルできるため、シングルエンド信号に比べてノイズに強く、デ
ータの高速伝送が可能となる。
【００２８】
　なお、上述した差動伝送は、ユニバーサルコード２３または可撓管部２６の長さが長い
場合には用いられることが好ましいが、この長さが短い場合は、シングルエンド信号を用
いるシングルエンド信号伝送であっても適用可能である。
【００２９】
　図１に戻って、操作部２２は、湾曲部２５を上下方向および左右方向に湾曲させる湾曲
ノブ２２１と、体腔内に生体鉗子、レーザメスまたは検査プローブ等の処理具を挿入する
処置具挿入部２２２と、送気手段、送水手段または送ガス手段等の切り替えを行う信号を
入力する複数の第１入力スイッチ２２３ａ、並びにビデオプロセッサ３または光源装置４
の設定を入力する複数の第２入力スイッチ２２３ｂを備えるスイッチ２２３と、を有する
。
【００３０】
　処置具挿入部２２２から挿入される処置具は、先端部２４の処置具チャンネルを経由し
て開口部から表出する（図示せず）。ここで、コネクタ部２７から先端部２４に信号を伝
送する場合において、ユニバーサルコード２３で信号を中継して、差動信号をシングルエ
ンド信号に変換する回路を配設する。
【００３１】
　ここで差動信号を先端部２４まで伝送させる場合、この差動信号からシングルエンド信
号に変換する変換回路を差動バッファとしてもよいし、先端部２４からコネクタ部２７に
伝送する差動信号を一度操作部２２で中継し、差動バッファを配置するようにしてもよい
。
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【００３２】
　なお、例えば、ユニバーサルコード２３内の差動の信号伝達にはツイナックス線、挿入
部２１内のシングルエンド信号伝送には同軸線を適用するというように、挿入部２１およ
びユニバーサルコード２３でそれぞれの伝送に適した撮像ケーブルで構成することが好ま
しい。
【００３３】
　ユニバーサルコード２３は、ライトガイド２４１と、集合ケーブル２２４と、を少なく
 とも内蔵している。ユニバーサルコード２３は、光源装置４に着脱自在なコネクタ部２
７ （図１を参照）を有する。
【００３４】
　コネクタ部２７は、コイル状のコイルケーブル２７ａが延設し、コイルケーブル２７ａ
の延出端にビデオプロセッサ３と着脱自在な電気コネクタ部２８を有する。
【００３５】
　このコネクタ部２７は、内部に内視鏡２の制御を行う制御部２７１と、ＦＰＧＡ（Fiel
d Programmable Gate Array ）２７２と、内視鏡２の各構成部の動作の基準となる基準ク
ロック信号（例えば、６８ＭＨｚのクロック）を生成する基準クロック生成部２７３と、
コンフィグレーションデータを記録する第１ＥＥＰＲＯＭ２７４と、撮像情報を含む内視
鏡固有データを記録する第２ＥＥＰＲＯＭ２７５と、を有する。
【００３６】
　つぎに、ビデオプロセッサ３の構成について説明する。　
　ビデオプロセッサ３は、Ｓ／Ｐ変換部３０１と、画像処理部３０２と、明るさ検出部３
０３と、調光部３０４と、読出アドレス設定部３０５と、駆動信号生成部３０６と、入力
部３０７と、記憶部３０８と、制御部３０９と、基準クロック生成部３１０と、を備えて
構成される。
【００３７】
　なお、本実施の形態では、ビデオプロセッサ３として同時式を採用する構成を例に説明
するが、本発明は面順次であっても適用することができる。
【００３８】
　Ｓ／Ｐ変換部３０１は、当該ビデオプロセッサ３に内視鏡２が接続された際、内視鏡２
から出力された画像信号（デジタル信号）をシリアル／パラレル変換する。
【００３９】
　画像処理部３０２は、Ｓ／Ｐ変換部３０１から出力されたパラレル形態の画像信号に所
定の画像処理を施し、表示装置５が表示する体内画像を生成する。また、画像処理部３０
２は、色変換部３０２ａと、ホワイトバランス（ＷＢ）調整部３０２ｂと、ゲイン調整部
３０２ｃと、γ補正部３０２ｄと、画像変換部３１１と、Ｄ／Ａ変換部３０２ｅと、フォ
ーマット変更部３０２ｆと、静止画像用メモリ３０２ｈと、を有する。
【００４０】
　色変換部３０２ａは、ＣＭＹＧベイヤー画像信号を輝度信号および色差信号に変換し後
段に対して出力する。
【００４１】
　ホワイトバランス調整部３０２ｂは、色変換部３０２ａから出力された輝度信号および
色差信号をＲＧＢ画像信号に変換するとともにこのＲＧＢ画像信号のホワイトバランスを
調整する。具体的には、ホワイトバランス調整部３０２ｂは、ＲＧＢ画像信号に含まれる
色温度に基づいて、ＲＧＢ画像信号のホワイトバランスを調整する。
【００４２】
　ゲイン調整部３０２ｃは、ＲＧＢ画像信号のゲイン調整を行う。ゲイン調整部３０２ｃ
は、ゲイン調整を行ったＲＧＢ信号をγ補正部３０２ｄへ出力するとともに、一部のＲＧ
Ｂ信号を、静止画像表示用、拡大画像表示用または強調画像表示用として静止画像用メモ
リ３０２ｈへ出力する。
【００４３】
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　γ補正部３０２ｄは、表示装置５に対応させてＲＧＢ画像信号の階調補正（γ補正）を
行う。
【００４４】
　画像変換部３１１は、本発明を特徴づける処理回路であって、所定の画像変換処理を時
分割で行うことを特徴とする。なお、詳細については後述する。
【００４５】
　Ｄ／Ａ変換部３０２ｅは、画像変換部３１１が出力した画像信号を アナログ信号に変
換する。
【００４６】
　フォーマット変更部３０２ｆは、アナログ信号に変換された画像信号をハイビジョン方
式等の動画用のファイルフォーマットに変更して表示装置５に出力する。
【００４７】
　明るさ検出部３０３は、色変換部３０２ａから出力された輝度信号に基づいて各画素に
対応する明るさレベルを検出し、検出した明るさレベルを内部に設けられたメモリに記録
するとともに制御部３０９へ出力する。また、明るさ検出部３０３は、検出した明るさレ
ベルをもとに、ホワイトバランス調整値、ゲイン調整値および光照射量を算出し、ホワイ
トバランス調整値をホワイトバランス調整部３０２ｂへ、ゲイン調整値をゲイン調整部３
０２ｃへ、光照射量を調光部３０４へ出力する。
【００４８】
　調光部３０４は、制御部３０９の制御のもと、明るさ検出部３０３が算出した光照射量
をもとに光源装置４が発生する光の種別、光量、発光タイミング等を設定し、この設定し
た条件を含む光源同期信号を光源装置４へ送信する。
【００４９】
　読出アドレス設定部３０５は、センサ部２４４ａの受光面における読み出し対象の画素
および読み出し順序を、内視鏡２における制御部２７１と通信することにより設定する機
能を有する。このとき内視鏡２における制御部２７１は、第２ＥＥＰＲＯＭ２７５に格納
されているセンサ部２２４ａの種類情報を読み出し、ビデオプロセッサ３へ送信する。
【００５０】
　また、読出アドレス設定部３０５は、ＡＦＥ部２４４ｂが読み出すセンサ部２４４ａの
画素のアドレスを設定する機能を有する。そして、読出アドレス設定部３０５は、設定し
た読み出し対象の画素のアドレス情報を色変換部３０２ａへ出力する。
【００５１】
　駆動信号生成部３０６は、内視鏡２を駆動するための駆動用のタイミング信号（水平同
期信号（ＨＤ）および垂直同期信号（ＶＤ））を生成し、内視鏡２におけるＦＰＧＡ２７
２、集合ケーブル２２４，２４５に含まれる所定の信号線を介してタイミングジェネレー
タ２４４ｄ（撮像素子２４４）へ送信する。このタイミング信号は、読み出し対象の画素
のアドレス情報を含む。
【００５２】
　また、駆動信号生成部３０６は、内視鏡２からビデオプロセッサ３に送信される電気信
号の送信制御を行なうためのスタンバイ信号を生成する。ここで、スタンバイ信号は、Ｐ
／Ｓ変換部２４４ｃによる電気信号（画像情報）のＦＰＧＡ２７２側への送信を送信状態
または停止状態（スタンバイ状態）のいずれかに設定する信号である。
【００５３】
　入力部３０７は、フロントパネルまたはキーボードにより設定されるフリーズ、レリー
ズ等の内視鏡システム１の動作を指示する動作指示信号の入力を受け付けると共に、画像
処理部３０２における各種画像調整（強調、電子拡大、色調等）、および、後述する画像
変換に係る画像処理等の指示信号の入力を受け付ける。
【００５４】
　記憶部３０８は、フラッシュメモリまたはＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）
等の半導体メモリを用いて実現される。記憶部３０８は、内視鏡システム１を動作させる
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ための各種プログラム、および内視鏡システム１の動作に必要な各種パラメータ等を含む
データを記憶する。
【００５５】
　また、記憶部３０８は、ビデオプロセッサ３の識別情報および観察情報を記憶する。こ
こで、識別情報には、ビデオプロセッサ３の固有情報（ＩＤ）、年式、制御部３０９のス
 ペック情報および伝送レート情報が含まれる。
【００５６】
　制御部３０９は、ＣＰＵ等を用いて構成され、ビデオプロセッサ３（特に画像変換部３
１１）、内視鏡２および光源装置４を含む各構成部の駆動制御、および各構成部に対する
情報の入出力制御等を行う。
【００５７】
　また制御部３０９は、撮像制御のための設定データを、ビデオプロセッサ３に接続され
た内視鏡２におけるコネクタ部２７のＦＰＧＡ２７２に送信し、撮像素子２４４に必要な
信号およびデータを集合ケーブル２２４，２４５に含まれる所定の信号線を介して制御部
２４４ｅに送信する。
【００５８】
　基準クロック生成部３１０は、内視鏡システム１の各構成部の動作の基準となる基準ク
ロック信号を生成し、内視鏡システム１の各構成部に対して生成した基準クロック信号を
供給する。
【００５９】
　つぎに、光源装置４の構成について説明する。　
　光源装置４は、光源４１、光源ドライバ４２および光源制御部４６を備えて構成される
。
【００６０】
　光源４１は、白色ＬＥＤ（Light　Emitting　Diode）またはキセノンランプ等を用いて
構成され、光源制御部４６の制御のもと、白色光を発生する。
【００６１】
　光源ドライバ４２は、光源４１に対して光源制御部４６の制御のもとで電流を供給する
ことにより、光源４１に白色光を発生させる。光源４１が発生した光は、集光レンズ（図
示せず）およびライトガイド２４１を経由して先端部２４の先端から照射される。
【００６２】
　光源制御部４６は、調光部３０４から送信された調光信号に従って光源４１に供給する
 電流量を制御する。
【００６３】
　表示装置５は、映像ケーブルを介してビデオプロセッサ３が生成した体内画像をビデオ
プロセッサ３から受信して表示する機能を有する。表示装置５は、液晶または有機ＥＬ（
Electro Luminescence ）等を用いて構成される。
【００６４】
　＜画像変換部３１１の構成＞
　次に、本願発明を特徴づける画像変換部３１１の構成について説明する。
【００６５】
　上述したように、本実施形態においては、画像処理部３０２において、内視鏡２から出
力された画像信号に対して所定の画像処理を施す。たとえは、ホワイトバランス調整およ
びγ補正等を行うが、さらに、画像変換部３１１においてノイズ補正等の所定の画像変換
処理を施す。
【００６６】
　ところで、一般にノイズ補正等のための画像処理は、動画信号に係る１枚の画像全体の
各画素に対して同じ画像変換処理を施すことなる。このため、当該画像変換処理固有の効
果、たとえば、画像信号のノイズ感を軽減することができる一方で、解像度を犠牲にする
おそれがあり、いわゆるトレードオフの関係となる弊害を生じる場合もある。
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【００６７】
　本発明は、係る事情に鑑みてなされたものであり、画像変換部３１１において当該画像
変換処理を領域分割で行うことで、本来の画像信号の特徴を維持しつつ画像変換の効果を
得ることを可能とするものである。
【００６８】
　図３は、本第１の実施形態のビデオプロセッサ３における画像変換部３１１の構成を示
したブロック図であり、図４は、ビデオプロセッサ３における画像変換部３１１において
画像変換回路の具体例を示した図である。また、図５、図６、図７は、いずれも第１の実
施の形態にかかる内視鏡システムにおける画像変換部の作用を示したタイミングチャート
であり、フレーム単位で領域分割による画像変換をする場合におけるフレームカウンタと
出力画像との関係例を示した図である。
【００６９】
　図３に示すように、画像変換部３１１は、γ補正部３０２ｄから出力される画像信号を
入力し画像変換はせずにスルーして出力するスルー回路７０と、同じく前記γ補正部３０
２ｄから出力される画像信号を入力し当該画像信号に対して所定の画像変換作用を施して
出力する画像変換回路３０と、内視鏡２から出力された被写体の画像信号のフレーム数ま
たはフィールド数をカウントするフレームカウンタ回路７４と、前記画像信号における１
枚の画面における各画素に対応する信号座標をカウントする信号座標カウンタ回路７３と
、前記フレームカウンタ回路７４および前記信号座標カウンタ回路７３に接続され、画像
信号における１枚の画面における予め定められる領域を指定する領域指定回路７２と、前
記スルー回路７０および前記画像変換回路３０の出力を入力すると共に前記領域指定回路
７２からの情報を受けて当該スルー回路７０と画像変換回路３０との出力信号を選択的に
出力する選択回路７１と、前記予め定められる領域に係る情報を記憶する記憶部７５と、
を具備する。
【００７０】
　スルー回路７０は、上述したようにγ補正部３０２ｄから出力される画像信号を入力す
るが、入力した画像信号に対しては画像変換回路３０と遅延量を合わせるのみで特に画像
変換はせずにスルーして後段の選択回路７１に出力する。
【００７１】
　画像変換回路３０は、γ補正部３０２ｄからの動画像信号である画像信号を入力し、当
該動画像信号の１枚全体における各画素について所定の画像変換を施すものである。なお
、本第１の実施形態において画像変換回路３０は、上述した画像変換を施す際に、当該動
画像信号の各画素に対応する信号に対してフレーム単位で所定の画像変換を施すようにな
っている。
【００７２】
　また画像変換回路３０は、本第１の実施形態においては、図４に示すようにメディアン
処理ｏｒ平均値処理回路３１として構成される。このメディアン処理ｏｒ平均値処理回路
３１は、入力した画像信号に対して、いわゆるメディアン（中央値）フィルタまたは平均
値フィルタを用いてノイズを除去する回路であって、動画信号である当該画像信号に係る
１枚（１フレーム）の画像における各画素に対して画像変換処理（ノイズ除去処理）を施
す回路である（画像変換回路３０およびスルー回路７０の詳細な作用については、後述す
る）。
【００７３】
　なお、メディアンフィルタは、各画素の値を周辺画素の中央値に置き換えることにより
ノイズを除去するフィルタであり、平均値フィルタは、各画素の値を周辺画素の平均値に
置き換えることによりノイズを除去するフィルタである。
【００７４】
　ここで、これらメディアンフィルタまたは平均値フィルタを用いたノイズ補正処理は、
いずれも所定のノイズを除去するという画像変換による効果を得ることができる一方で、
解像度の多少の劣化は避けられず、特に平均値フィルタを用いたノイズ除去処理による劣
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化の影響は大きいことが知られている。
【００７５】
　選択回路７１は、制御部３０９の制御下に、前記領域指定回路７２において指定された
領域に対してのみ所定の画像変換処理（詳しくは後述する）を施して出力するように、前
記スルー回路７０と画像変換回路３０（メディアン処理ｏｒ平均値処理回路３１）とから
の出力信号を各画素毎に選択的に後段に出力する（詳しくは、後述する）。
【００７６】
　前記フレームカウンタ回路７４は、画像変換部３１１が入力する内視鏡２から出力され
た被写体の画像信号のフレーム数またはフィールド数をカウントするカウンタであり、制
御部３０９の制御の下、カウンタ数の情報を領域指定回路７２に伝達するようになってい
る。
【００７７】
　なお、本実施形態においては、フレームカウンタ回路７４は、フレーム数に係るカウン
タ数の情報（フレームカウンタ数情報）を利用し、当該「フレームカウンタ数情報」を領
域指定回路７２に伝達するようになっている。
【００７８】
　前記信号座標カウンタ回路７３は、前記画像信号の１フレームにおける各画素の信号座
標をカウントするカウンタであり、制御部３０９の制御の下、各画素に係るカウンタ数の
情報である「信号座標情報」を領域指定回路７２に伝達するようになっている。
【００７９】
　前記領域指定回路７２は、制御部３０９の制御下に、前記画像信号における１枚の画面
を分割することにより形成された所定領域（詳しくは後述する）であって、フレームカウ
ンタ回路７４から入力するフレームの「カウンタ数」にそれぞれ対応した「分割領域のタ
イプ」を指定し、当該指定した「分割領域タイプ」に係る情報である「分割領域タイプ情
報」を選択回路７１に伝達するようになっている。
【００８０】
　＜分割領域タイプ情報について＞
　ここで、領域指定回路７２が指定する「分割領域タイプ」について説明する。
【００８１】
　本実施形態において領域指定回路７２は、前記画像信号における１枚の画面を４つに分
割し、この４分割されたそれぞれの領域を選択もしくは非選択することにより得られる複
数種の領域タイプのうちのいずれか一つの「領域タイプ」を指定する。
【００８２】
　そして、上述した「領域タイプ」は、本実施形態においては、フレームカウンタ回路７
４から入力するフレームの「カウンタ数」に対して、予めそれぞれ１対１で対応するもの
として設定される。
【００８３】
　たとえば、図５に示す例においては、フレームカウンタの「カウンタ数」と、選択回路
７１の出力画像に係る「領域タイプ」との関係では、カウンタ数“０”および“１”に対
して、いずれの領域タイプも４分割されたうちの２つの領域を選択するが、いずれの領域
タイプも、カウンタ数“０”または“１”に対して１対１に対応して予め定められるよう
になっている。
【００８４】
　さらに、当該図５に示す例においては、カウンタ数“０”と“１”とに対応する領域タ
イプは、互いに選択する分割領域が異なる別々のタイプとなっている。
【００８５】
　すなわち、当該図５に示す例においては、フレームカウンタ回路７４においてカウント
される一のカウント数（例えば、カウンタ数“１”）に対応して予め定められる領域タイ
プは、前回のカウント数（この場合、カウンタ数“０”）に対応して予め定められる領域
タイプとは異なる領域タイプとして指定されることを特徴とする。
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【００８６】
　なお、図５に示す例においては、連続する異なるカウンタ数（例えば、上述したように
カウンタ数“０”と“１”）に対応する領域タイプが、互いに異なる別々のタイプである
例を示したが、本願発明は、連続するカウンタ数（例えば、カウンタ数“０”と“１”）
に対応する領域タイプが同じタイプであることを妨げない。
【００８７】
　しかしながら、連続するカウンタ数に対応する領域タイプとして、長期にわたって同じ
領域タイプが続くと本願発明の効果を希釈することになるので、可能な限り、隣接するカ
ウンタ数に対応する領域タイプは異なることが望ましい。
【００８８】
　また、図５に示す例においては、４分割されたうちの２つの領域を選択する領域タイプ
の例を示したが、これに限らず、例えば、４分割されたうちの１つの領域を選択する領域
タイプを採用しても良い（例えば、図６に示す例）。
【００８９】
　さらに、その他の領域タイプ、すなわち、４分割されたうちの０、３もしくは４つの領
域を選択する領域タイプを採用してもよいし、またはこれらの組み合わせであってもよい
（詳しくは、後述する）。
【００９０】
　なお、領域指定回路７２において、画像信号における１枚の画面上における前記「領域
タイプ」に係る領域の具体的な画素位置については、信号座標カウンタ回路７３から入力
される「信号座標情報」に基づいて決定されるようになっている。
【００９１】
　このように、本実施形態において、フレームカウント数に対応する「領域タイプ」とし
ては種々のタイプが採用可能であるが、カウント数の推移によって逐次指定される「領域
タイプ」の変化のパターンも種々のパターンを採用する（図５～図７参照）。
【００９２】
　ここで、上述したように本実施形態において画像変換部３１１は記憶部７５を備える。
そして、この記憶部７５は、前記「領域タイプ」の変化パターンに係る「領域パターン情
報」を記憶するようになっている。
【００９３】
　本実施形態においては、この記憶部７５に記憶する「領域パターン情報」は、例えば、
ビデオプロセッサ３に接続される内視鏡２の種別に応じたものであってもよく、または、
使用者が適宜、設定するものであってもよい。
【００９４】
　そして領域指定回路７２は、この記憶部７５に記憶された「領域パターン情報」を読み
出して、当該「領域パターン情報」に基づいて、フレームカウンタ回路７４から入力され
る前記カウント数情報に応じて「領域タイプ」を逐次指定するようになっている。なお、
当該指定作用については、後に詳述する（図５～図７参照）。
【００９５】
　図３に戻って、上述したように、画像変換回路３０は、γ補正部３０２ｄからの動画像
信号である画像信号を入力し、当該動画像信号の１枚全体における各画素について所定の
画像変換を施して後段の選択回路７１に出力する。一方、スルー回路７０は、γ補正部３
０２ｄから出力される画像信号を入力するが、入力した画像信号に対しては画像変換回路
３０と遅延量を合わせるのみで特に画像変換はせずにスルーして後段の選択回路７１に出
力する。
【００９６】
　また、選択回路７１は、領域指定回路７２から上述した「領域タイプ情報」を入力する
と共に、フレームカウンタ回路７４からの「フレームカウンタ数情報」および信号座標カ
ウンタ回路７３からの「信号座標情報」をそれぞれ入力するようになっている。
【００９７】
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　そして選択回路７１は、領域指定回路７２において指定された「領域タイプ」に従って
、１フレームの動画像信号における所定の画素について所定の画像変換処理が施されるよ
うに、スルー回路７０からの出力信号と画像変換回路３０からの出力信号とを、画素毎に
選択的に後段に出力するようになっている。
【００９８】
　すなわち選択回路７１は、領域指定回路７２から入力した「フレームカウンタ数情報」
、「信号座標情報」および「領域タイプ情報」に基づいて、各カウンタ数に対応した領域
タイプに従って、例えば、図５に示すように、画像信号の１枚の画面について選択された
分割領域（換言すれば、指定された予め定めされた領域）に対してのみ、所定の画像変換
処理を施すように、スルー回路７０からの出力信号と画像変換回路３０からの出力信号と
を制御して出力するようになっている。
【００９９】
　このように、本実施形態における画像変換部３１１は、メディアン処理ｏｒ平均値処理
回路３１におけるノイズ除去処理（画像変換処理）を、前記カウンタ数の情報に応じて領
域分割により行うことができ、その領域タイプを調整することで画像変換処理の効果を調
整することができる。
【０１００】
　＜画像変換部３１１の具体的な作用＞
　次に、画像変換部３１１の作用について説明する。
【０１０１】
　図５、図６、図７は、いずれも、動画像信号をフレーム単位で画像変換を施す場合にお
けるフレームカウンタ回路７４に係るカウンタ数と、選択回路７１からの出力画像に係る
領域タイプと、の関係例を示したタイミングチャートである。
【０１０２】
　また、図５は、選択回路７１における「画像変換処理有り無しの割合」が１：１の例を
、図６は、同割合が１：４の例を、図７は、同割合が１：５の例をそれぞれ示したもので
ある。
【０１０３】
　画像変換部３１１における領域指定回路７２は、制御部３０９の制御下に、まず記憶部
７５から「領域パターン情報」を読み出す。ここでいま、読み出した「領域パターン情報
」が、「画像変換処理有り無しの割合」が１：１である、例えば、図５に示す如きパター
ンであったとする。
【０１０４】
　このとき、領域指定回路７２は、制御部３０９の制御下に、フレームカウンタ回路７４
から入力する「フレームカウンタ数情報」に基づいて、フレームのカウンタ数“０”およ
び“１”に対して、互いに異なる領域タイプであって、かつ、前記画像信号における１枚
の画面を４分割した領域のうち２つの領域を選択した領域タイプを、それぞれ１対１に対
応して指定する。
【０１０５】
　その後領域指定回路７２は、当該指定した「領域タイプ」に係る情報である「領域タイ
プ情報」を選択回路７１に伝達する。
【０１０６】
　選択回路７１は、領域指定回路７２から受け取った「領域タイプ情報」に加え、さらに
、領域指定回路７２から受け取った前記「フレームカウンタ数情報」および「信号座標情
報」に基づいて、各カウンタ数に対応した領域タイプに従って、画像信号の１枚の画面に
ついて選択された分割領域に対してのみ、メディアンフィルタまたは平均値フィルタを用
いたノイズ補正処理を施すよう、画像変換回路３０とスルー回路７０との出力信号を制御
して後段に出力する。
【０１０７】
　なお、図５に示すパターンにおいては、選択回路７１における「画像変換処理有り無し
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の割合」は、１：１となっている。
【０１０８】
　また、たとえば、図６に示す例においては、フレームカウンタ回路７４のカウンタ数“
０”、“１”、“２”または“３”に対して、互いに異なる領域タイプであって、かつ、
４分割されたうちの１つの領域を選択した領域タイプが、それぞれ１対１に対応して予め
定められるようになっている。
【０１０９】
　このとき、選択回路７１における「画像変換処理有り無しの割合」は、１：４となって
いる。
【０１１０】
　さらに、たとえば、図７に示す例においては、フレームカウンタ回路７４のカウンタ数
“０”、“１”、“２”または“３”に対しては、互いに異なる領域タイプであって、か
つ、４分割されたうちの１つの領域を選択した領域タイプが、それぞれ１対１に対応して
予め定められ、一方、フレームカウンタ回路７４のカウンタ数“４”に対しては、４分割
された領域すべてを非選択とする領域タイプが予め定められている。
【０１１１】
　このとき、選択回路７１における「画像変換処理有り無しの割合」は、１：５となって
いる。
【０１１２】
　この図７に示す例のように、本実施形態においては、４分割された領域すべてを非選択
とする領域タイプを指定することができるようになっている。すなわち、本実施形態は、
さまざまな「領域タイプ」の組み合わせを可能とし、種々のパターンの画像変換の効果が
期待できるようになっている。
【０１１３】
　ところで、上述したようにカウンタ数の推移に応じて「領域タイプ」を切り換えて出力
する際、切り換えのタイミングによっては表示装置５に表示される映像がちらついて視認
される虞がある。
【０１１４】
　一般に人の目の時間分解能は約５０～１００ｍｓ（１０～２０Ｈｚ）程度であることか
ら、前記カウンタのタイミングはこの周波数を考慮して設定することが望ましい。すなわ
ち、この周波数を考慮して前記カウンタのタイミングが設定された場合、表示される映像
は時間方向に平滑化されて見えることとなる。
【０１１５】
　そして、本実施形態の内視鏡システム１は係る点を考慮し、人の目ではちらつきが視認
できない程度に前記カウンタのタイミングを設定するものとする。
【０１１６】
　以上説明したように、本第１の実施形態においては、画像処理部３０２に画像変換部３
１１を設け、フレームカウンタ回路７４のカウンタ数の推移に応じて、領域指定回路７２
において当該カウンタ数に対応する予め定められた「領域タイプ」を逐次指定し、かつ、
選択回路７１において、各カウンタ数に対応した「領域タイプ」に従って、画像信号の１
枚の画面における選択された分割領域に対してのみ所定の画像変換処理を施して後段に出
力するよう画像変換回路３０とスルー回路７０との出力信号を選択的に制御することで、
解像度劣化の影響を抑えつつ画像変換処理の効果（本実施形態の場合はノイズ除去効果）
を得ることができる。
【０１１７】
　＜第１変形例＞
　本第１変形例の内視鏡システムは、前記「領域パターン情報」を予め記憶する記憶部を
、内視鏡２に備えることを特徴とする。
【０１１８】
　具体的には、内視鏡２のコネクタ部２７における前記第２ＥＥＰＲＯＭ２７５に、前記
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「領域パターン情報」を記憶する。
【０１１９】
　そして、本第１変形例において領域指定回路７２は、制御部３０９の制御下に、内視鏡
２における前記第２ＥＥＰＲＯＭ２７５に記憶されている「領域パターン情報」に応じて
、制御部３０９の制御下に、上述した如く、フレームカウンタ回路７４から入力する「フ
レームカウンタ数情報」に基づいて、フレームのカウンタ数に対応する「領域タイプ」を
指定する。
【０１２０】
　＜第２変形例＞
　上述した第１の実施形態においては、画像変換回路３０における処理内容（第１の実施
形態においてはメディアン処理ｏｒ平均値処理）は、専用の機能を有するハードウェアと
して構成されるもとしたが、第２の変形例では、画像変換回路３０を、例えばＦＰＧＡ（
Field Programmable Gate Array ）等のＰＬＤ（Programmable Logic Device；プログラ
マブルロジックデバイス）により構成し、当該処理機能の内容を変更できるようにした。
【０１２１】
　＜第３変形例＞
　上述した第１の実施形態においては、画像変換回路３０における処理内容は、専用の機
能を有するハードウェアとして構成されるものとしたが、第３変形例は、画像変換回路３
０の処理機能の内容をソフトウェアにより構成し、例えば、制御部３０９に接続された記
憶部３０８に当該処理機能に係る情報を記憶し、画像変換回路３０は、当該記憶された内
容に即して処理機能を設定する。
【０１２２】
　＜第４変形例＞
　上述した第１の実施形態においては、画像変換回路３０における処理内容は、専用の機
能を有するハードウェアとして構成されるものとしたが、本第４の変形例では、当該画像
変換回路３０の処理機能の内容を、例えば、内視鏡２における前記第２ＥＥＰＲＯＭ２７
５に記憶し、当該記憶された内容に即して処理機能を設定する。
【０１２３】
　＜第５変形例＞
　上述した第１の実施形態においては、本願発明を特徴づける画像変換部３１１をビデオ
プロセッサ３に設けるが、本第５変形例では、当該画像変換部３１１の機能を内視鏡２に
設けることを特徴とする。
【０１２４】
　そして、本第５変形例において、内視鏡２側に設けた画像変換部は、ビデオプロセッサ
３側からのクロック信号に基づいてフレームカウンタ回路７４が所定のカウンタ情報を出
力する。
【０１２５】
　さらに、本第５変形例において、内視鏡２側に設けた画像変換部は、ビデオプロセッサ
３側からの指示を受けるか、または、内視鏡２において記憶する領域パターン情報に基づ
いて、領域指定回路７２が当該指示情報に応じて、たとえば制御部２７１の制御下に、前
記領域パターンを調整するようになっている。
【０１２６】
　＜第２の実施形態＞
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
【０１２７】
　図８は、本発明の第２の実施の形態にかかる内視鏡システムにおける画像変換部におい
て画像変換回路の具体例を示した図である。
【０１２８】
　本第２の実施形態の内視鏡システムは、その基本的な構成は第１の実施形態と同様であ
り、ビデオプロセッサ３の画像変換部３１１における画像変換回路３０の画像変換作用の
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みを異にするものである。したがって、ここでは第１の実施形態との差異のみの説明にと
どめ、共通する部分の説明については省略する。
【０１２９】
　図８に示すように、第２の実施形態の内視鏡システムにおいては、画像変換部３１１の
画像変換回路３０は、エッジ強調処理回路３２として構成される。
【０１３０】
　エッジ強調処理回路３２は、ビデオプロセッサ３における前記γ補正部３０２ｄからの
動画像信号である画像信号を入力し、当該動画像信号の１枚の画像全体の各画素に対応す
る信号に対してエッジ強調処理を施すものである。
【０１３１】
　ここで、エッジ強調処理により構造強調を行うと、エッジ強調の程度が大きいと表示装
置５に表示される映像のノイズ感がかえって悪化するように感じられる場合があることが
知られている。
【０１３２】
　係る事情に鑑み本第２の実施形態においては、画像変換回路３０としてエッジ強調処理
回路３２を採用し、ノイズ補正処理（画像変換処理）を、第１の実施形態と同様に、前記
カウンタ数の情報に応じて領域分割により行うことを特徴とする。
【０１３３】
　その他の構成、作用効果については第１の実施形態と同様であるのでここでの説明は省
略する。
【０１３４】
　以上説明したように、本第２の実施形態においても、第１の実施形態と同様の効果を奏
することができる。
【０１３５】
　＜第３の実施形態＞
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。
【０１３６】
　図９は、本発明の第３の実施の形態にかかる内視鏡システムにおける画像変換部におい
て画像変換回路の具体例を示した図である。
【０１３７】
　本第３の実施形態の内視鏡システムは、その基本的な構成は第１の実施形態と同様であ
り、ビデオプロセッサ３の画像変換部３１１における画像変換回路３０の画像変換作用の
みを異にするものである。したがって、ここでは第１の実施形態との差異のみの説明にと
どめ、共通する部分の説明については省略する。
【０１３８】
　図９に示すように、第３の実施形態の内視鏡システムにおいては、画像変換部３１１の
画像変換回路３０は、カラーマトリックス変換処理回路３３として構成される。
【０１３９】
　カラーマトリックス変換処理回路３３は、ビデオプロセッサ３における前記γ補正部３
０２ｄからの動画像信号である画像信号を入力し、当該動画像信号の１枚の画像全体の各
画素に対応する信号に対してカラーマトリックス変換処理を施すものである。
【０１４０】
　このカラーマトリックス変換処理は、被写体画像のうち、着目する色調を強調するため
に画像信号のカラーマトリックスを変換する処理であり、強調の度合いが適切である場合
、元の被写体画像に対して着目部位が識別しやすくなるという特有の効果を奏するが、強
調の度合いが過度になった場合、かえって元の被写体画像との対比が困難になるという不
具合が生じる虞がある。
【０１４１】
　係る事情に鑑み本第３の実施形態においては、画像変換回路３０としてカラーマトリッ
クス変換処理回路３３を採用し、カラーマトリックス変換処理（画像変換処理）を、第１
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の実施形態と同様に、前記カウンタ数の情報に応じて領域分割により行うことを特徴とす
る。
【０１４２】
　その他の構成、作用効果については第１の実施形態と同様であるのでここでの説明は省
略する。
【０１４３】
　以上説明したように、本第３の実施形態においても、第１の実施形態と同様の効果を奏
することができる。
【０１４４】
　＜第４の実施形態＞
　次に、本発明の第４の実施形態について説明する。
【０１４５】
　図１０は、本発明の第４の実施の形態にかかる内視鏡システムにおける画像変換部にお
いて画像変換回路の具体例を示した図である。
【０１４６】
　本第４の実施形態の内視鏡システムは、その基本的な構成は第１の実施形態と同様であ
り、ビデオプロセッサ３の画像変換部３１１における画像変換回路３０の画像変換作用の
みを異にするものである。したがって、ここでは第１の実施形態との差異のみの説明にと
どめ、共通する部分の説明については省略する。
【０１４７】
　図１０に示すように、第４の実施形態の内視鏡システムにおいては、画像変換部３１１
の画像変換回路３０は、特定パターン強調処理回路３４として構成される。
【０１４８】
　特定パターン強調処理回路３４は、ビデオプロセッサ３における前記γ補正部３０２ｄ
からの動画像信号である画像信号を入力し、当該動画像信号の１枚の画像全体の信号に対
して所定の強調変換処理を施すものである。
【０１４９】
　すなわちこの特定パターン強調処理は、被写体画像のある特定パターンに対して強調変
換処理を施すものであり、強調の度合いが適切である場合、当該パターンが認識しやすく
なるという特有の効果を奏するが、強調の度合いが過度になった場合、元の被写体画像の
情報が失われ、かえって当該パターンが認識困難になるという不具合が生じる虞がある。
【０１５０】
　係る事情に鑑み本第４の実施形態においては、画像変換回路３０としてカラーマトリッ
クス変換処理回路３３を採用し、特定パターン強調処理（画像変換処理）を、第１の実施
形態と同様に、前記カウンタ数の情報に応じて領域分割により行うことを特徴とする。
【０１５１】
　その他の構成、作用効果については第１の実施形態と同様であるのでここでの説明は省
略する。
【０１５２】
　以上説明したように、本第４の実施形態においても、第１の実施形態と同様の効果を奏
することができる。
【０１５３】
　＜第５の実施形態＞
　次に、本発明の第５の実施形態について説明する。
【０１５４】
　図１１は、本発明の第５の実施の形態にかかる内視鏡システムにおける画像変換部の作
用を示したタイミングチャートであり、フレーム単位で領域分割による画像変換をする場
合におけるフレームカウンタと出力画像との一関係例を示した図である。図１２は、第５
の実施の形態にかかる内視鏡システムにおける画像変換部の作用を示したタイミングチャ
ートであり、フレーム単位で領域分割による画像変換をする場合におけるフレームカウン
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タと出力画像との他の関係例を示した図である。図１３は、第５の実施の形態にかかる内
視鏡システムにおける画像変換部の作用を示したタイミングチャートであり、フレーム単
位で領域分割による画像変換をする場合におけるフレームカウンタと出力画像との他の関
係例を示した図である。
【０１５５】
　本第５の実施形態の内視鏡システムは、その基本的な構成は第１の実施形態と同様であ
り、領域指定回路７２による「領域タイプ」の分割の仕方を異にするものである。したが
って、ここでは第１の実施形態との差異のみの説明にとどめ、共通する部分の説明につい
ては省略する。
【０１５６】
　第１の実施形態において領域指定回路７２は、前記画像信号における１枚の画面を４つ
に分割し、この４分割されたそれぞれの領域を選択もしくは非選択することにより得られ
る複数種の領域タイプのうちのいずれか一つの「領域タイプ」を指定するものである。
【０１５７】
　これに対して第５の実施形態において領域指定回路７２は、前記画像信号における１枚
の画面を１００の領域に分割し、１００分割されたそれぞれの領域を選択もしくは非選択
することにより得られる複数種の領域タイプのうちのいずれか一つの「領域タイプ」を指
定するものである。
【０１５８】
　そして、第１の実施形態と同様に、上述した「領域タイプ」は、本実施形態においても
、フレームカウンタ回路７４から入力するフレームの「カウンタ数」に対して、予めそれ
ぞれ１対１で対応するものとして設定される。
【０１５９】
　たとえば、図１１に示す例においては、フレームカウンタの「カウンタ数」と、選択回
路７１の出力画像に係る「領域タイプ」との関係では、カウンタ数“０”および“１”に
対して、いずれの領域タイプも１００分割されたうちの５０の領域を選択するが、いずれ
の領域タイプも、カウンタ数“０”または“１”に対して１対１に対応して予め定められ
るようになっている。
【０１６０】
　さらに、当該図１１に示す例においても、カウンタ数“０”と“１”とに対応する領域
タイプは、互いに選択する分割領域が異なる別々のタイプとなっている。
【０１６１】
　すなわち、当該図１１に示す例においても、フレームカウンタ回路７４においてカウン
トされる一のカウント数（例えば、カウンタ数“１”）に対応して予め定められる領域タ
イプは、前回のカウント数（この場合、カウンタ数“０”）に対応して予め定められる領
域タイプとは異なる領域タイプとして指定されることを特徴とする。
【０１６２】
　ここで、第５の実施形態において画像変換部３１１における領域指定回路７２は、第１
の実施形態と同様に、制御部３０９の制御下に、まず記憶部７５から「領域パターン情報
」を読み出す。ここでいま、読み出した「領域パターン情報」が、「画像変換処理有り無
しの割合」が１：１である、例えば、図１１に示す如きパターンであったとする。
【０１６３】
　このとき、領域指定回路７２は、制御部３０９の制御下に、フレームカウンタ回路７４
から入力する「フレームカウンタ数情報」に基づいて、フレームのカウンタ数“０”およ
び“１”に対して、互いに異なる領域タイプであって、かつ、前記画像信号における１枚
の画面を１００分割した領域のうち５０の領域を選択した領域タイプを、それぞれ１対１
に対応して指定する。
【０１６４】
　その後領域指定回路７２は、第１の実施形態と同様に、当該指定した「領域タイプ」に
係る情報である「領域タイプ情報」を選択回路７１に伝達する。また、選択回路７１は、
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領域指定回路７２から受け取った「領域タイプ情報」に加え、「フレームカウンタ数情報
」および「信号座標情報」に基づいて、各カウンタ数に対応した領域タイプに従って、画
像信号の１枚の画面について選択された分割領域に対してのみ所定の画像変換処理を施し
て後段に出力するように、画像変換回路３０とスルー回路７０との出力信号を選択的に制
御する。
【０１６５】
　一方、たとえば、図１２に示す例においては、フレームカウンタ回路７４のカウンタ数
“０”、“１”、“２”または“３”に対して、互いに異なる領域タイプであって、かつ
、１００分割されたうちの２５の領域を選択した領域タイプが、それぞれ１対１に対応し
て予め定められるようになっている。
【０１６６】
　このとき、選択回路７１における「画像変換処理有り無しの割合」は、１：４となって
いる。
【０１６７】
　さらに、たとえば、図１３に示す例においては、フレームカウンタ回路７４のカウンタ
数“０”、“１”、“２”または“３”に対しては、互いに異なる領域タイプであって、
かつ、１００分割されたうちの２５の領域を選択した領域タイプが、それぞれ１対１に対
応して予め定められ、一方、フレームカウンタ回路７４のカウンタ数“４”に対しては、
１００分割された領域すべてを非選択とする領域タイプが予め定められている。
【０１６８】
　このとき、選択回路７１における「画像変換処理有り無しの割合」は、１：５となって
いる。
【０１６９】
　その他の構成、作用効果については第１の実施形態と同様であるのでここでの説明は省
略する。
【０１７０】
　以上説明したように、本第５の実施形態においても、第１の実施形態と同様の効果を奏
することができる。
【０１７１】
　＜第６および第７の実施形態＞
　次に、本発明の第６および第７の実施形態について説明する。
【０１７２】
　図１４、図１５、図１６は、いずれも本発明の第６の実施の形態にかかる内視鏡システ
ムにおける画像変換部の作用を示したタイミングチャートであり、フィールド単位で領域
分割による画像変換をする場合におけるフィールドカウンタと出力画像との一関係例を示
した図である。
【０１７３】
　なお、図１４、図１５、図１６において、フィールドカウンタと出力画像との関係は、
第１の実施形態における図５、図６、図７においてフレームカウンタをフィールドカウン
タに置き換えた関係と同様である。
【０１７４】
　図１７、図１８、図１９は、いずれも本発明の第７の実施の形態にかかる内視鏡システ
ムにおける画像変換部の作用を示したタイミングチャートであり、フィールド単位で領域
分割による画像変換をする場合におけるフィールドカウンタと出力画像との一関係例を示
した図である。
【０１７５】
　なお、図１７、図１８、図１９において、フィールドカウンタと出力画像との関係は、
第１の実施形態における図１１、図１２、図１３においてフレームカウンタをフィールド
カウンタに置き換えた関係と同様である。
【０１７６】
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　なお、本第６および第７の実施形態の内視鏡システムは、その基本的な構成は第１の実
施形態と同様であり、ここでは第１の実施形態との差異のみの説明にとどめ、共通する部
分の説明については省略する。
【０１７７】
　上述した第１の実施形態の内視鏡システムにおいて、内視鏡２における撮像素子２４４
はいわゆるプログレッシブ走査方式を採用し、ビデオプロセッサ３もプログレッシブ走査
に対応した処理を行うようになっている（図２参照）。
【０１７８】
　また、第１の実施形態においては、前記フレームカウンタ回路７４は、画像変換部３１
１が入力する内視鏡２から出力された被写体の画像信号のフレーム数またはフィールド数
をカウントするカウンタであるが、フレーム数に係るカウンタ数の情報（フレームカウン
タ数情報）を利用し、当該「フレームカウンタ数情報」を領域指定回路７２に伝達するよ
うになっている。
【０１７９】
　すなわち、第１の実施形態において画像変換部３１１は、γ補正部３０２ｄからの動画
像信号である画像信号を入力し、当該動画像信号の各画素に対応する信号に対してフレー
ム単位で領域分割して所定の画像変換を施すようになっている。
【０１８０】
　これに対して本第６および第７の実施形態の内視鏡システムは、いわゆるインターレー
ス走査方式を採用した内視鏡を備え、ビデオプロセッサ３もインターレース走査に対応す
る処理を行うようになっている。
【０１８１】
　そして、第６および第７の実施形態においては、前記フレームカウンタ回路７４は、画
像変換部３１１が入力する内視鏡２から出力された被写体の画像信号のフレーム数または
フィールド数をカウントするカウンタであるが、フィールド数に係るカウンタ数の情報（
フィールドカウンタ数情報）を利用し、当該「フィールドカウンタ数情報」を領域指定回
路７２に伝達するようになっている。
【０１８２】
　すなわち、第６の実施形態において画像変換部３１１は、γ補正部３０２ｄからの動画
像信号である画像信号を入力し、当該動画像信号の各画素に対応する信号に対してフィー
ルド単位で領域分割して所定の画像変換を施すようになっている。
【０１８３】
　その他の構成、作用効果については第１の実施形態と同様であるのでここでの説明は省
略する。
【０１８４】
　以上説明したように、本第６および第７の実施形態においては、いわゆるインターレー
ス走査方式を採用した内視鏡システムにあっても、第１の実施形態と同様の効果を奏する
ことができる。
【０１８５】
　なお、上述した実施の形態では、ビデオプロセッサとして同時式を採用する構成を例に
説明したが、本発明は面順次方式を採用した構成例に対しても適用することができる。
【０１８６】
　また、上述した実施形態においては、撮像素子としてＣＭＯＳイメージセンサを採用す
るものとしたが、撮像素子はこれに限らず他の素子、例えば、ＣＣＤイメージセンサを採
用するものであってもよい。
【０１８７】
　さらに、上述した画像変換部３１１に係る機能は、上述した実施形態においてはビデオ
プロセッサ３に設けるものとしたがこれに限定されることなく、例えば内視鏡２における
撮像素子２４４、操作部２２またはコネクタ部２７に設ける構成も本発明に含まれる。
【０１８８】
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　さらに、上述した実施の形態では、本発明の実施形態として内視鏡システムの構成を例
に挙げたが、本発明はこれに限らず、本発明は画像処理機能と有する他の撮像システムに
対しても適用することができる。
【０１８９】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範囲
において、種々の変更、改変等が可能である。
【符号の説明】
【０１９０】
１：内視鏡システム
２：内視鏡
２２：操作部
２７：コネクタ部
２４４：撮像素子
３：ビデオプロセッサ
３０２：画像処理部
３０９：制御部
３１１：画像変換部
３０：画像変換回路
３１：メディアン処理ｏｒ平均値処理回路
３２：エッジ強調処理回路
３３：カラーマトリックス変換処理回路
３４：特定パターン強調処理回路
７０：スルー回路
７１：選択回路
７２：領域指定回路
７３：信号座標カウンタ回路
７４：フレームカウンタ回路
７５：記憶部
４：光源装置
５：表示装置
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